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今
年
も
５
月
１
日
か
ら
、
日
本
赤
十
字
社

員
増
強
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
災
害
救
護
、
国
際

活
動
、医
療
活
動
、看
護
師
養
成
、血
液
事
業
、

奉
仕
団
活
動
、
青
少
年
赤
十
字
活
動
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。
伊
勢
市
地
区
で
は
、
火
災

や
水
害
な
ど
の
災
害
に
よ
る
被
災
者
へ
配
布

す
る
災
害
救
援
物
資
の
備
蓄
や
、
各
種
講
習

会
の
開
催
を
し
て
い
ま
す
。（
左
表
参
照
）

　

こ
の
よ
う
な
事
業
は
、
皆
さ
ま
か
ら
ご
協

力
い
た
だ
い
て
い
る
資
金
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
赤
十
字
活
動
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
今
年
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

赤
十
字
活
動
資
金
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
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住
民
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
展
開
す
る
、

地
域
の
課
題
解
決
や
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
を
目
的
と
し
た
先
駆
的
・

モ
デ
ル
的
な
活
動
に
対
し
、
事
業
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
金
額　

10
万
円（
上
限
）

申
し
込
み　

６
月
３
日
㈪
〜
28
日
㈮
に
、

社
会
福
祉
協
議
会
本
所
地
域
福
祉
課
へ

※
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
助

成
を
決
定
し
ま
す
。

市
民
に
よ
る
福
祉
活
動
事
業
に
助
成

災害救援物資の配布状況（平成24年度）

災害発生件数
配布数

毛布 タオル
ケット

緊急
セット

全焼　　　2件 3枚 ― 2個
半焼　　　3件 6枚 2枚 3個
床上浸水　1件 ― ― 1個

講習会の開催状況（平成24年度）
種類 回数

救急（AED）講習会 29回
健康生活支援講習会 4回
災害時の高齢者支援講習会 10回
幼児安全法支援短期講習会 3回
ボランティアと心のケア 1回

平成25年度赤十字講習会のお知らせ
　15 歳以上の健康な人を対象に、下表のとおり講習会および研修会を開催します。
受講料は無料ですが、教材費が必要となります。

問い合わせ先　日本赤十字社三重県支部（☎059・227・4145、FAX059・227・6245）
平成25年度赤十字講習会

講習名・研修名 とき ところ

救急法救急員養成講習会
5月 26日㈰・6月 1日㈯・2日㈰、
9:00 ～ 17:00 伊勢赤十字病院

幼児安全法支援員養成講習会
6月 2日㈰・8日㈯・9日㈰、
10:00 ～ 15:00

伊勢赤十字老人保健施設
「虹の苑」

健康生活支援員養成講習会
9月 7日㈯・8日㈰・14日㈯、
10:00 ～ 15:00

伊勢赤十字老人保健施設
「虹の苑」

資格継続研修会（救急法救急員） 5月 25日㈯、13:00 ～ 17:00 伊勢赤十字病院
資格継続研修会（水上安全法救急員） 6月 2日㈰、13:00 ～ 17:00 伊勢スイミングスクール

・本　　所  御薗町長屋2767
　　　　　  （☎⑳8610、FAX⑳8617）
・伊勢支所  八日市場町13-1
　　　　　  （☎㉗2425、FAX㉗2412）
・二見支所  二見町茶屋456-2
　　　　　  （☎435551、FAX434427）
・小俣支所  小俣町元町536
　　　　　  （☎㉗0509、FAX㉗0570）
・御薗支所  御薗町長屋2767
　　　　　  （☎㉒6617、FAX㉒6604）
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平
成
25
年
２
月
15
日
〜
３
月
15
日

匿
名
様
…
布
地
蔵
、
大
倉
う
ぐ
い
す
台

鶯お
う

声せ
い

会
様
…
ゴ
キ
ブ
リ
団
子
５
パ
ッ
ク

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会

問い合わせ先 地
域
福
祉
活
動
計
画

推
進
事
業（
社
協
会
費
）
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地域福祉活動計画推進事業（社協会費） 赤い羽根共同募金配分金事業

ふれあい・いきいきサロン 会食会 活動紹介
通町会食会

　毎月第２火曜日に開催

しています。おしゃべり

を楽しんだり、元看護師

による健康相談を行った

り、お花見には五十鈴公

園へ出掛けてお弁当を囲

みます♪

＜主な活動場所＞
通町公民館

仲よし会

　毎月第２木曜日に活動

しています。グラウンド

ゴルフやカラオケ・健康

体操など、さまざまなレ

クリエーションを行い、

皆さん生き生きと活動し

ています。

＜主な活動場所＞
小川公民館

西いきいき会

　毎月第１日曜日に開催

しています。皆さん元気

で仲良く、ボランティア

の指導による体操で健康

な体づくりに励んでいま

す。

＜主な活動場所＞
西コミュニティセンター

小町の会

　主に毎月第２水曜日に

活動しています。旬の食

材を使っておやつを作っ

ています。おやつを食べ

た後は、脳トレや体操な

どを行っています。

＜主な活動場所＞
中島小川町公民館

市負担金〔平成25年度予算額〕　9,518 万 3千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

赤い羽根共同募金配分金の申請を受け付けます
対象施設・団体
　・　・社会福祉法第2条第2項または第3項（第13号を除く）に規定する施設
　・　・更正保護事業法に規定する更正保護法人

　・　・その他、社会福祉法人三重県共同募金会が特に必要と認めた施設および団体

配分対象事業　社会福祉の先駆的開拓的事業および地域住民の福祉向上を図るための事業
配分額　事業費の４分の３（上限額は下表のとおり）
申請方法　５月１日㈬～31日㈮に、社会福祉協議会へ

配分額上限額

申請区分 施設 障がい者
小規模作業所 団体 県域団体

工事 50万円 50万円 50万円 50万円

備品 30万円 30万円 30万円 30万円

その他の事業 30万円 15万円 30万円 50万円

公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団が実施する
社会福祉公益補助事業による助成団体も公募

対象団体　社会福祉法人、民法第34条に規定する法人、社会福祉事業を行っているＮＰＯ法人
対象事業　施設の拡充または改築、備品の購入、車両の購入など
助成限度額　対象事業費の４分の３
申込期間　５月１日㈬～31日㈮（当日消印有効）
問い合わせ先　三重県共同募金会（☎059・226・2605、FAX059・221・0044）
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